
旅客営業規則【新旧対照表】 

改 正 現 行 

第 ５ 章  乗車券類の様式 

 

第 １ 節  通  則 

 

（乗車券類の表示事項及び様式） 

第８７条 

（省 略） 

２ 

（省 略） 

３ 乗車券類の様式は、次のとおりとする。 

（１）磁気券の片道券 

（大人用） 

 

 

 

 

備考 

イ．小児用は「小」と表示する。 

ロ．裏面は磁気膜を塗布する。 

 

（２）紙式の片道券 

（大人用）      （小児用） 

 

 

 

 

 

（３）磁気式の往復券 

（大人用） 

 

 

 

 

 備考 

イ．小児用は「小」と表示する。 

ロ．裏面は磁気膜を塗布する。 

 

（４）定期券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章  乗車券類の様式 

 

第 １ 節  通  則 

 

（乗車券類の表示事項及び様式） 

第８７条 

（省 略） 

２ 

（省 略） 

３ 乗車券類の様式は、次のとおりとする。 

（１）磁気券の片道券 

（大人用） 

 

 

 

 

備考 

イ．小児用は「小」と表示する。 

ロ．裏面は磁気膜を塗布する。 

 

（２）紙式の片道券 

（大人用）      （小児用） 

 

 

 

 

 

（３）磁気式の往復券 

（大人用） 

 

 

 

 

 備考 

イ．小児用は「小」と表示する。 

ロ．裏面は磁気膜を塗布する。 

 

（４）定期券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）通学用割引回数券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 削除 

（削 除） 

（７） 削除 

（削 除） 

（６）機器発行の団体券 

（省 略） 

（項番変更） 

（７）手書き発行の団体券 

（省 略） 

（項番変更） 

（８）団体数取券 

（省 略） 

（項番変更） 

（９）貸切券 

（省 略） 

（項番変更） 

 

第 ８ 章  入場券 

（入場券の様式） 

第１４１条 入場券の様式は次のとおりとする。 

（券売機発売 大人用） 

 

 

 

 

備考 

イ．小児用は「小」と表示する。 

ロ．裏面は磁気膜を塗布する。 

 

 

 

 

 

（５）回数券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 小児用は「小」と表示する。 

 

（６） 削除 

 

（７） 削除 

 

（８）機器発行の団体券 

（省 略） 

 

（９）手書き発行の団体券 

（省 略） 

 

（１０）団体数取券の様式 

（省 略） 

 

（１１）貸切券の様式 

（省 略） 

 

 

第 ８ 章  入場券 

（入場券の様式） 

第１４１条 入場券の様式は次のとおりとする。 

（大人用） 

 

 

 

 

 

（小児用） 

 

 

 

 

 

 



（係員発売 大人用） 

 

 

 

 

 

（係員発売 小児用） 

 

 

 

 

 

 

第 ９ 章  手回り品 

（手回り品切符） 

第１４８条 前条の規定により手回り品料金を支払っ

て、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、手

回り品切符を交付する。ただし、ワンマンカーの場合は

直接料金を収受する。 

２ 手回り品切符の様式は次のとおりとする。 

（券売機発売用） 

 

 

 

 

 

（係員発売用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ９ 章  手回り品 

（手回り品切符） 

第１４８条 前条の規定により手回り品料金を支払っ

て、有料手回り品を車内に持ち込む旅客に対しては、手

回り品切符を交付する。ただし、ワンマンカーの場合は

直接料金を収受する。 

２ 手回り品切符の様式は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊下線部が改正箇所。 
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身体障害者旅客運賃割引規程【新旧対照表】 

改 正 現 行 

（発行方） 

第８条 身体障害者が身体障害者手帳を呈示して、乗

車券の購入を申し出たときは、同手帳の記載事項を確

認のうえ、相当乗車券面（回数乗車券については各券

片）に次の表示をして発売する。 

（１）普通乗車券・回数乗車券 

 

 

 

（２）定期乗車券 

イ．身体障害者に対する乗車券 

     

    

 

ロ．介護者に対する乗車券 

 

 

 

２ ワンマンカーにあっては、身体障害者手帳の確認

をしたうえで普通旅客については、割引の運賃額を収

受する。 

（注）介護付用乗車券として、小児用定期乗車券を発

売する場合は、旅客運賃を割引しないが、乗車券面に

は「障」または「介」の表示をする。 

（発行方） 

第８条 身体障害者が身体障害者手帳を呈示して、乗

車券の購入を申し出たときは、同手帳の記載事項を確

認のうえ、相当乗車券面（往復乗車券及び回数乗車券

については各券片）に次の表示をして発売する。 

（１）身体障害者に対する乗車券 

    

 

 

直径 約１．５ｃｍ 

 

（２）介護者に対する乗車券 

 

 

 

直径 約１．５ｃｍ 

２ ワンマンカーにあっては、身体障害者手帳の確認

をしたうえで普通旅客については、割引の運賃額を収

受する。 

（注）介護付用乗車券として、小児用定期乗車券を発

売する場合は、旅客運賃を割引しないが、乗車券面に

は「障」または「介」の表示をする。 

＊下線部が改正箇所。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障 
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割 
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知的障害者旅客運賃割引規程【新旧対照表】 

改 正 現 行 

（発行方） 

第８条 身体障害者が身体障害者手帳を呈示して、乗

車券の購入を申し出たときは、同手帳の記載事項を確

認のうえ、相当乗車券面（回数乗車券については各券

片）に次の表示をして発売する。 

（１）普通乗車券・回数乗車券 

 

 

 

（２）定期乗車券 

イ．知的障害者に対する乗車券 

     

    

 

ロ．介護者に対する乗車券 

 

 

 

２ ワンマンカーにあっては、療育手帳の確認をした

うえで普通旅客については、割引の運賃額を収受す

る。 

（注）介護付用乗車券として、小児用定期乗車券を発

売する場合は、旅客運賃を割引しないが、乗車券面に

は「障」または「介」の表示をする。 

（発行方） 

第８条 知的障害者が療育手帳を呈示して乗車券の

購入を申し出たときは、同手帳の記載事項を確認のう

え、相当乗車券面（往復乗車券及び回数乗車券につい

ては各券片）に次の表示をして発売する。 

（１）身体障害者に対する乗車券 

    

 

 

直径 約１．５ｃｍ 

 

（２）介護者に対する乗車券 

 

 

 

直径 約１．５ｃｍ 

２ ワンマンカーにあっては、身体障害者手帳の確認

をしたうえで普通旅客については、割引の運賃額を収

受する。 

（注）介護付用乗車券として、小児用定期乗車券を発

売する場合は、旅客運賃を割引しないが、乗車券面に

は「育」または「護」の表示をする。 

＊下線部が改正箇所 
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ＩＣカード取扱規則【新旧対照表】 

改 正 現 行 

（運賃の収受） 

第１５条 ＩＣカードを第１４条の規定により使用す

る場合、出場 時にＩＣカードから当該乗車区間の片

道普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のＩ

Ｃカードにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その

他のＩＣカードにあっては大人の片道普通旅客運 

賃を収受します。ただし、使用資格者を限定して運賃

等に割引を 適用する一部の記名式ＩＣ乗車券に適

用する運賃は別に定めます。 

２ 第１項における片道普通旅客運賃の収受方は、次の

各号によります。 

（１）ＩＣカードのポストペイ機能で乗車された場合に

は、当社が別に定める「ポストペイ運賃事後割引サ

ービス特約」の規定に基づき計算し、当該ＩＣカー

ドの発行者または発行者が業務を委託する者が、旅

客に請求します。 

（２）ＩＣカードのプリペイド機能で乗車されたときの

片道普通旅客運賃は当該カードのＳＦから減額し

ます。 

３ 

 

（削 除） 

 

 

３ ＩＣカードで乗車される場合、当該カードのポスト

ペイ機能が有効である場合は、ポストペイ機能を優先

することにしプリペイド機能は使用できないものと

します。 

（項番変更） 

 

（運賃の収受） 

第１５条 ＩＣカードを第１４条の規定により使用す

る場合、出場 時にＩＣカードから当該乗車区間の片

道普通旅客運賃を収受します。この場合、小児用のＩ

Ｃカードにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その

他のＩＣカードにあっては大人の片道普通旅客運 

賃を収受します。ただし、使用資格者を限定して運賃

等に割引を 適用する一部の記名式ＩＣ乗車券に適

用する運賃は別に定めます。 

２ 第１項における片道普通旅客運賃の収受方は、次の

各号によります。 

（１）ＩＣカードのポストペイ機能で乗車された場合に

は、当社が別に定める「ポストペイ運賃事後割引サ

ービス特約」の規定に基づき計算し、当該ＩＣカー

ドの発行者または発行者が業務を委託する者が、旅

客に請求します。 

（２）ＩＣカードのプリペイド機能で乗車されたときの

片道普通旅客運賃は当該カードのＳＦから減額し

ます。 

３ ＩＣカードによって乗継割引区間を乗車した場合

は、当社が別に定めるところにより乗継割引を行うこ

とがあります。 

（注）乗継割引の適用方については、当社が別に定め

る「連絡運輸取扱規程」によります。 

４ ＩＣカードで乗車される場合、当該カードのポスト

ペイ機能が有効である場合は、ポストペイ機能を優先

することにしプリペイド機能は使用できないものと

します。 

 

 

＊下線部が改正箇所。 



連絡運輸取扱規程【新旧対照表】 

改 正 現 行 

（用語の意義） 

第２条 この特約における主な用語の意義及び内容

は次表のとおりとします。 

用 語 意義及び内容 

１.乗車

記録 
（省 略） 

２.利用

月 
（省 略） 

３.ポス

トペイ 

普通運

賃 

ＩＣカードのポストペイ機能で当社線を

乗車された都度発生する未払いの普通旅

客運賃をいい、月末日終了時に行う割引

計算の過程において区間内乗車や区間外

乗車に分割、区分された普通旅客運賃を

含みます。 

 

 

４.ポス

トペイ 

割引後

運賃 

（省 略） 

５.利用

額割引 

利用額に応じて、自動的にポストペイ普

通運賃の額を割引いた運賃（利用額割引

運賃）を適用することをいいます。なお、

計算する場合は、期間や区間ごとに一時

的に設定した普通旅客運賃の額ではな

く、旅客営業規則第５２条に定める大人

片道普通旅客運賃の額を基準に集計しま

す。 

 

 

〔割引内容〕利用月内の利用額に応じて

下記の割引計算を行います。 

利用

額 

2,000円

/月以下

の 

利用分 

2,001円

/月 

～2,200

円/月の 

利用分 

2,201円

/月以上

の 

利用分 

割引

内容 

0％割引 

（無割

引） 

100％割

引 

（無料） 

10％割

引 
 

 

（以下省略） 

 

（用語の意義） 

第２条 この特約における主な用語の意義及び内容

は次表のとおりとします。 

用 語 意義及び内容 

１.乗車

記録 
（省 略） 

２.利用

月 
（省 略） 

３.ポス

トペイ 

普通運

賃 

ＩＣカードのポストペイ機能で当社線を

乗車された都度発生する未払いの普通旅

客運賃（ＩＣカード取扱規則第１５条第

３項に定める乗継割引が適用された場合

は、乗継割引適用後の金額）をいい、月

末日終了時に行う割引計算の過程におい

て区間内乗車や区間外乗車に分割、区分

された普通旅客運賃を含みます。 

４.ポス

トペイ 

割引後

運賃 

（省 略） 

５.利用

額割引 

利用額に応じて、自動的にポストペイ普

通運賃の額を割引いた運賃（利用額割引

運賃）を適用することをいいます。なお、

計算する場合は、期間や区間ごとに一時

的に設定した普通旅客運賃の額ではな

く、旅客営業規則第５２条に定める大人

片道普通旅客運賃の額（ＩＣカード取扱

規則第１５条第３項に定める乗継割引が

適用された場合は、乗継割引適用後の金

額）を基準に集計します。 

〔割引内容〕利用月内の利用額に応じて

下記の割引計算を行います。 

利用

額 

1,500円

/月以下

の 

利用分 

1,501円

/月 

～1,650

円/月の 

利用分 

1,651円

/月以上

の 

利用分 

割引

内容 

0％割引 

（無割

引） 

100％割

引 

（無料） 

10％割

引 
 

 

（以下省略） 

 

＊下線部が改正箇所。 


